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高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

（第１～２条 省略）

（補助対象事業）

第３条 省略

（１）（２）（３）省略

（４）中山間地域雇用創出事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第２号又は第３

号に掲げる事業を活用した中山間地域等における取組であって、知事が別に定める要件を満た

す事業

（５）雇用奨励金事業

第２号から第４号までに掲げる事業を活用した取組であって、中山間地域等における若者の

正規雇用を図る取組として知事が別に定める要件を満たす事業

（６）外部人材活用支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノ

ウハウ等を生かして、既存の事業の飛躍的な成長を図る取組として知事が別に定める要件を満

たす事業

（７）地域産業課題解決支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第２号に掲げる

一般事業又は第３号に掲げる特別承認事業を活用した取組であって、高知県産業振興アドバイ

ザー（課題一貫支援型）による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図る取組として知

事が別に定める要件を満たす事業

（第４～５条 省略）

（事業実施主体への直接補助）

第５条の２ 省略

（１）（２）省略

（３）第３条第１号及び第６号の事業を実施する者であって、直接補助することが適当であると

認められる場合

高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

（第１～２条 省略）

（補助対象事業）

第３条 省略

（１）（２）（３）省略

（４）外部人材活用支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノ

ウハウ等を生かして、既存の事業の飛躍的な成長を図る取組として知事が別に定める要件を満

たす事業

（５）地域産業課題解決支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第２号に掲げる

一般事業又は第３号に掲げる特別承認事業を活用した取組であって、高知県産業振興アドバイ

ザー（課題一貫支援型）による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図る取組として知

事が別に定める要件を満たす事業

（第４～５条 省略）

（事業実施主体への直接補助）

第５条の２ 省略

（１）（２）省略

（３）第３条第１号及び第４号の事業を実施する者であって、直接補助することが適当であると

認められる場合
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（補助対象経費及び補助率並びに補助限度額）

第６条 省略

２ 第３条第２号に掲げる一般事業のうち、別表第２に掲げる取組であって、知事が別に定める要

件を満たす事業については、補助限度額に同表の加算額を加えることができる。

３ 第３条第５号に掲げる事業は、複数年にわたり連続して補助することができるものとし、予算

の範囲内で交付する。

（補助事業の採択等）

第７条 第３条第２号に掲げる一般事業又は同条第３号に掲げる特別承認事業から第５号までに掲

げる事業を実施しようとする者は、知事が別に定める手続に従って事業採択の申請をしなければ

ならない。ただし、地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認め

られる取組を行う者であって、同条第２号に掲げる一般事業又は同条第３号から第５号までに掲

げる特別承認事業を実施しようとするものも、申請することができる。

２・３ 省略

（補助金の交付の申請）

第８条 前条第２項の規定により採択の決定を受けた補助事業又は第３条第１号、第６号若しくは

第７号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業

ごとに別記第１号様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前条

第１項ただし書の規定により申請した者は、地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けら

れた取組に該当すると認められない限り、補助金交付申請書を提出することができない。

２ 省略

（補助金の交付の決定等）

第９条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたもの

が別表第３に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに

当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、特別承認事業のう

ち第３条第３号に掲げる事業における継足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金

名によるものとする。

２ 省略

（第 10～13 条 省略）

（年度終了実績報告書）

第 14 条 第３条第５号に掲げる事業を実施する補助事業者は、各年度の３月 31 日時点の実績につ

いて、同日から 30 日以内に別記第６号様式による雇用奨励金事業年度終了実績報告書を、関係書

類を添えて、知事に提出しなければならない。

２ 第３条第１号から第４号まで、第６号及び第７号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助

（補助対象経費及び補助率並びに補助限度額）

第６条 省略

２ 第３条第２号に掲げる一般事業のうち、別表第２に掲げる取組であって、知事が別に定める要

件を満たす事業については、補助限度額に同表の加算額を加えることができる。

（補助事業の採択等）

第７条 第３条第２号に掲げる一般事業又は同条第３号に掲げる特別承認事業を実施しようとする

者は、知事が別に定める手続に従って事業採択の申請をしなければならない。ただし、地域アク

ションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認められる取組を行う者であっ

て、同条第２号に掲げる一般事業又は同条第３号に掲げる特別承認事業を実施しようとするもの

も、申請することができる。

２・３ 省略

（補助金の交付の申請）

第８条 前条第２項の規定により採択の決定を受けた補助事業又は第３条第１号、第４号若しくは

第５号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業

ごとに別記第１号様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前条

第１項ただし書の規定により申請した者は、地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けら

れた取組に該当すると認められない限り、補助金交付申請書を提出することができない。

２ 省略

（補助金の交付の決定等）

第９条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたもの

が別表第３に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに

当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、特別承認事業のう

ち継足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金名によるものとする。

２ 省略

（第 10～13 条 省略）
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事業が事業年度内に完了しない場合は、別記第７号様式による年度終了実績報告書を当該事業年

度の３月 31 日までに知事に提出しなければならない。

３ 知事は、第１項の雇用奨励金事業年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行

い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該

補助事業者に通知するものとする。

４ 知事は、第２項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時

点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通

知するものとする。

（実績報告等）

第 15 条 第３条第１号から第４号まで、第６号及び第７号に掲げる事業を実施する補助事業者は、

補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業

の実施年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、別記第８号様式による補助金実績報告書に知事

が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速

やかに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

２ 第３条第５号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助事業の終了年度の３月 31 日に別記第

８号様式による補助金実績報告書を知事に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、別記第７号様式による年度終了実

績報告書を当該事業年度の３月 31 日までに知事に提出しなければならない。

３ 補助事業者は、第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、

第１項の補助金実績報告書又は前項第 14 条第２項の年度終了実績報告書の提出時期までに当該

補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告

しなければならない。

４ 補助事業者は、第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、

第１項の補助金実績報告書又は第 14 条第２項の年度終了実績報告書を提出した後に、消費税及び

地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前

項の規定により減額した市町村等において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該

上回る額）を別記第９号様式による消費税仕入控除税額等報告書を知事に提出するとともに、知

事の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

５ 知事は、第１項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係

る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

６ 知事は、第２項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時

点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通

（実績報告等）

第 14 条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 30 日を

経過した日又は補助事業の実施年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、別記第６号様式による

補助金実績報告書に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、こ

れにより難い場合は、速やかに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

２ 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、別記第７号様式による年度終了実

績報告書を当該事業年度の３月 31 日までに知事に提出しなければならない。

３ 補助事業者は、第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、

第１項の補助金実績報告書又は前項の年度終了実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消

費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。

４ 補助事業者は、第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、

第１項の補助金実績報告書又は第２項の年度終了実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消

費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の

規定により減額した市町村等において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回

る額）を別記第８号様式による消費税仕入控除税額等報告書を知事に提出するとともに、知事の

返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

５ 知事は、第１項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係

る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

６ 知事は、第２項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時

点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通
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知するものとする。

（補助金の支払）

第 16 条 補助金は、第 14 条第３項又は第 15 条第５項の規定により交付すべき補助金の額を確定し

た後に支払うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認

めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別記第

10 号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。

（遂行状況の報告等）

第17条 工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を

実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を知事に報告しなければなら

ない。

（１）別記第 11 号様式による工事等着工報告書 着工の日から 10 日以内

（２）別記第 12 号様式による工事等進捗状況報告書 12 月末日の状況を翌月 10 日まで

２ 省略

（財産の処分の制限等）

第 18 条 事業実施主体は、規則第 19 条第１項の規定により処分を制限される補助の対象となった

もののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の施設財産、機械及び器具等

（この条において「取得財産等」という。）について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ただし、知事が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

２ 省略

３ 事業実施主体は、取得財産等について、別記第 13 号様式による取得財産等管理台帳を備え管理

しなければならない。

４ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第 15 条第１項の補助金実績報告書に別記

第 14 号様式による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

（事業成果のフォローアップ）

第 19 条 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から５年間事業成果等についてフ

ォローアップを行うものとする。

２ 省略

（グリーン購入）

第 20 条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県

グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

知するものとする。

（補助金の支払）

第 15 条 補助金は、前条第５項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前に

その全部又は一部を概算払することができる。

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別記第

９号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。

（遂行状況の報告等）

第16条 工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を

実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を知事に報告しなければなら

ない。

（１）別記第 10 号様式による工事等着工報告書 着工の日から 10 日以内

（２）別記第 11 号様式による工事等進捗状況報告書 12 月末日の状況を翌月 10 日まで

２ 省略

（財産の処分の制限等）

第 17 条 事業実施主体は、規則第 19 条第１項の規定により処分を制限される補助の対象となった

もののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の施設財産、機械及び器具等

（この条において「取得財産等」という。）について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ただし、知事が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

２ 省略

３ 事業実施主体は、取得財産等について、別記第 12 号様式による取得財産等管理台帳を備え管理

しなければならない。

４ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第 14 条第１項の補助金実績報告書に別記

第 13 号様式による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

（事業成果のフォローアップ）

第 18 条 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から５年間事業成果等についてフ

ォローアップを行うものとする。

２ 省略

（グリーン購入）

第 19 条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県

グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
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（情報の開示）

第 21 条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に

基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原

則として開示を行うものとする。

（委任等）

第 22 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

２ 省略

附 則

１ この要綱は、平成 21 年４月 17 日から施行し、同年４月 10 日から適用する。

２ この要綱は、令和 11 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付され

た補助金については、第９条第２項、第 10 条、第 15 条第４項、第 17 条第１項から第３項まで、

第 18 条及び第 20 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成 21 年９月９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行し、同日以前に補助金の交付を決定したものについては、

なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成 23 年５月 10 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 23 年 12 月 27 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 29 年５月 18 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年５月 30 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

（情報の開示）

第 20 条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に

基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原

則として開示を行うものとする。

（委任等）

第 21 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

２ 省略

附 則

１ この要綱は、平成 21 年４月 17 日から施行し、同年４月 10 日から適用する。

２ この要綱は、令和 10 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付され

た補助金については、第９条第２項、第 10 条、第 14 条第４項、第 17 条第１項から第３項まで、

第 18 条及び第 20 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成 21 年９月９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行し、同日以前に補助金の交付を決定したものについては、

なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成 23 年５月 10 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 23 年 12 月 27 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 29 年５月 18 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年５月 30 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
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（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月 15 日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月 11 日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月３日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月 15 日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月 11 日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月３日から施行する。

（準備行為）

２ この要綱の施行に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。


